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千葉市政担当記者 様 

 

 

「富士見ストリートフェス －カフェ・アロ～ハ－」を開催します 

～道路占用許可の特例制度を活用した「歩行者天国」でのオープンカフェやパフォーマンスなど～ 

 

 千葉市で、中心市街地の賑わい創出・魅力向上などを目的として、富士見本通りで行う「歩行者

天国」において、民間が主体となって道路占用許可の特例制度を活用したオープンカフェ・マーケ

ット等が開催されますので、お知らせします。 

 

１ 概 要 

 富士見商店街協同組合が実施主体となり、富士見本通りで行う「歩行者天国」において、路上

にパラソルテーブルやケータリングカーなどの飲食店が並ぶオープンカフェや古着、フラグッズ

等のお店が並ぶマーケットが開催される他、ハワイアンフラ、路上パフォーマンス、ストリート

ライブの演出もあります。 

 富士見ストリートフェスは、９月１９日（土）～２１日（月・祝）に中央公園で開催される   

ハワイアンフライベント「アロハフェスティバル in CHIBA ２０１５」と連動し、ハワイアンを

テーマとしています。  

 

２ 開催日時 

  平成２７年９月２０日（日）１１：００～１６：００ 

※富士見本通りの「歩行者天国」は９：００～１７：００ 

   ※雨天・強風時は、主催者の判断により中止します。 

  

３ 会 場 

  富士見本通り（中央区富士見２－１４付近～中央公園交差点） 

※ＪＲ千葉駅東口より徒歩約５分（別図参照） 

 

４ 出店（予定） 

（１）出展ブース  ア 飲食ブース １０店舗程度  

イ 販売ブース  ３店舗程度  

（２）主な販売品目 ア 飲み物等 コーヒー、ソフトドリンク、ビール、かき氷、けずりいちご 等 

イ 食べ物  ホットドッグ、ケバブサンド、カレー、もちもちポテト、 

からあげ 等 

ウ その他  古着、フラグッズ 等 

 

５ パフォーマンス 

  ハワイアンフラ、琉球舞踊、ＪＡＺＺバンド、大道芸 等 

 

６ 主催等 

主催 富士見商店街協同組合 

後援 千葉市 

平 成 ２ ７ 年 ９ 月 １ ４ 日  

都市局都市部まちづくり推進課 

千 葉 都 心 整 備 室 

電話 ２４５－５３２７  

内線 ６２８４ 
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７ 開催までの経緯等 

  平成２６年９月  千葉都心地区における道路占用許可の特例制度の適用開始 

（都市再生整備計画の策定及び特例道路占用区域の指定による） 

            ※以後民間事業者等による道路空間の活用が可能となる。 

  平成２７年３月   同制度を活用した富士見本通りでの試行的なオープンカフェ等を開催 

       ９月   「富士見ストリートフェス －カフェ・アロ～ハ－ 」開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ その他 

  本取組みは、「平成２７年度 中央区地域活性化支援事業」に採択された「安全・安心、歩いて

楽しい賑わいのあるまちづくり～富士見本通り歩行者天国化プロジェクト～」の一環として実施

されるものであり、来年度以降の継続的な歩行者天国化による実施を目指すものです。 

   ※「平成２７年度 中央区地域活性化支援事業」については、市ホームページ参照 

   【URL】http://www.city.chiba.jp/chuo/chiikishinko/minnna_chuo_kettei27.html 

 

 

＜富士見ストリートフェス －カフェ・アロ～ハ－ に関する問合わせ先＞ 

 富士見商店街協同組合 

  住  所   中央区富士見２丁目８番５号 

電  話   ２２２－５７８８（富士見商店街協同組合 理事長 小池） 

Ｅメール   fu-koike@taupe.plala.or.jp 

ホームページ http://fujimi-chiba.com 

 

千葉都心地区における道路占用許可の特例制度の適用開始について 

 国の規制緩和により法改正された都市再生特別措置法に基づき、特例道路占用区域の指定
区域内で、道路占用許可の特例制度を適用した民間事業者等による道路空間の活用が可能と
なった。 
これにより、一定条件の下で、まちの賑わい創出等に寄与するバナー広告やオープンカフ

ェ等を道路上に設置できることとなったことから、千葉都心において、同制度を活用し、民
間事業者等が主体となった賑わいのあるまちづくりの実現を目指すもの。 
なお、平成２７年３月に試行的に行われた、道路占用許可の特例制度を活用した民間主体

（富士見商店街協同組合）による富士見本通りの「歩行者天国」でのオープンカフェ等の取
組みは、自治体としては東京都新宿区に次いで２例目、政令市としては初めてのもので、今
回の「富士見ストリートフェス」はその取組みを本格的に実施するもの。 

 

※都市再生整備計画及び特例道路占用区域の指定の詳細については、市ホームページ参照 

【URL】http:// www.city.chiba.jp/toshi/toshi/machidukuri/toshin/dourosennyoutokurei.html 

http://www.city.chiba.jp/chuo/chiikishinko/minnna_chuo_kettei27.html
mailto:fu-koike@taupe.plala.or.jp
http://fujimi-chiba.com/


ＪＲ千葉駅 

中央公園 

歩行者天国の区間 

富士見本通り 

別図 
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